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ONTAP 9.6

SnapMirror同期関係を持つONTAP 9.6からシステムをリバート
する場合の考慮事項

ONTAP 9.6からONTAP 9.5にリバートする前に、SnapMirror同期関係に関する考慮事項
を確認しておく必要があります。

SnapMirror同期関係がある場合は、リバート前に以下の手順を実行する必要があります。

• ソース ボリュームがNFSv4またはSMBを使用してデータを提供しているSnapMirror同期関係を削除する
必要があります。

ONTAP 9.5では、NFSv4およびSMBはサポートされません。

• ミラー-ミラー カスケード構成のSnapMirror同期関係があれば削除する必要があります。

ミラー-ミラー カスケード構成は、ONTAP 9.5のSnapMirror同期関係ではサポートされません。

• ONTAP 9.5 の共通 Snapshot がリバート中に使用できない場合は、リバート後に SnapMirror 同期関係を
初期化する必要があります。

ONTAP 9.6へのアップグレードから2時間後、ONTAP 9.5の共通Snapshotは、ONTAP 9.6の共通Snapshot

に自動的に置き換えられます。そのため、ONTAP 9.5の共通Snapshotが利用できない場合は、リバート後
にSnapMirror同期関係を再同期することはできません。
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